
令和７年度 第２回 

市川市立小学校、中学校 及び 義務教育学校 通学区域審議会 

令和７年１０月２７日（月）午前１０時～ 

市川市役所 第２庁舎 ４階 大会議室 

次   第 

１ 教育委員会挨拶 

２ 審議会会長挨拶 

３ 報告事項 

（１） 令和７年度 在学年児童生徒に係る指定学校変更等について（中間報告）

（２）令和８年度 新入生に向けて児童生徒数増加傾向の学校の状況と指定学校変更の制限に

ついて（報告） 

４ その他 



令和7年度　在学年児童生徒　指定学校変更申請理由表　R7.10.1現在

事由 小学校（人） 割合（％） 中学校（人） 割合（％）

1.心身の疾病 0 0 1 3
2.通学経路 0 0 0 0
3.両親の就労 0 0 0 0
4.学区変更 0 0 0 0
5.従前の学校 85 72.6 20 54.1
6.事前転入 7 6.0 1 2.7
7.友人関係 5 4.3 4 10.8
8.距離が近い 12 10.3 4 10.8
9.兄弟姉妹 1 0.9 0 0

10.義務教育学校希望 0 0 1 3
11.その他 7 6.0 6 16.2

合計 117 100.0 37 100.0
（参考）

小学校（人） 割合（％） 中学校（人） 割合（％）

市内全体 21,824 0.5 9,265 0.4
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令和7年度　在学年児童生徒　区域外就学申請理由表  　R7.10.1現在　　

小学校（人） 割合（％） 中学校（人） 割合（％）

1.心身の疾病 0 0 0 0
2.通学経路 0 0 0 0
3.両親の就労 0 0 0 0
4.学区変更 0 0 0 0
5.従前の学校 13 48.1 5 38.5
6.事前転入 10 37.0 2 15
7.友人関係 0 0 0 0
8.距離が近い 0 0 0 0
9.兄弟姉妹 0 0 0 0

10.義務教育学校希望 0 0 0 0
11.その他 4 14.8 6 46.2

合計 27 100.0 13 100.0
（参考）

小学校（人） 割合（％） 中学校（人） 割合（％）

市内全体 21,824 0.1 9,265 0.1
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市川市教育委員会

年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度
小学生（人） 21,815 21,627 21,209 20,869 20,390 19,855 学級数 806 801 786 779 768 751
増減率(％) 100.0% 99.1% 97.2% 95.7% 93.5% 91.0% 増減率(％) 100.0% 99.4% 97.5% 96.7% 95.3% 93.2%

年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度
中学生（人） 9,230 9,141 9,396 9,515 9,641 9,400 学級数 308 304 315 325 327 322
増減率(％) 100.0% 99.0% 101.8% 103.1% 104.5% 101.8% 増減率(％) 100.0% 98.7% 102.3% 105.5% 106.2% 104.5%

令和7年度の市内在住の年齢別人口を基にした児童生徒数と学級数の推計 令和7年5月1日現在

※以下、７年度を１００％の基準とした場合の、各年度の増減率を掲載しております。
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児童生徒増減数の学校の状況と指定学校変更の制限の予定（令和７年５月１日現在）  　　　

学級編制の基準となる人数　

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 １年 ２年 ３年

７年度 35 35 35 35 35 35 35 38 38

８年度 35 35 35 35 35 35 35 38 38

９年度 35 35 35 35 35 35 35 35 38

10年度 35 35 35 35 35 35 35 35 35

11年度 35 35 35 35 35 35 35 35 35

12年度 35 35 35 35 35 35 35 35 35

※上記表のうち、８年度以降の中学校については令和7年10月時点での予定。

←制限校≪兄姉≫

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 633 595 587 550 528 481

学級数 22 21 20 19 19 17
※ 教室不足のため兄弟制限継続（今後建て替え予定）

小学校 中学校

文部科学省による学級編制基準
千葉県による弾力的運用の対象人数

市川小学校の児童数及び学級数の推計
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←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 675 670 652 652 643 624

学級数 23 23 23 23 22 21
※ 学区内人口増加と教室不足のため制限継続

←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 463 446 468 469 472 471

学級数 17 17 18 18 18 18
※ 学区内人口増加と教室不足のため制限後続（今後建て替え予定）

←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 682 681 656 626 607 567

学級数 24 24 23 22 21 19
※ 教室不足のため制限継続

宮田小学校の児童数及び学級数の推計

冨貴島小学校の児童数及び学級数の推計

八幡小学校の児童数及び学級数の推計
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←制限校≪兄姉≫

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 839 798 759 756 721 699

学級数 26 25 23 25 24 24

←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 618 623 617 628 640 650

学級数 20 20 20 20 21 22

←制限校≪兄姉≫

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 819 828 811 775 752 693

学級数 27 27 26 25 25 23

鬼高小学校の児童数及び学級数の推計

※ 教室不足のため令和８年度より制限開始

※ 学区内人口増加と教室不足のため兄姉制限継続

※ 教室不足のため兄姉制限継続

信篤小学校の児童数及び学級数の推計

菅野小学校の児童数及び学級数の推計
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←制限校≪兄姉≫

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 657 642 640 615 593 578

学級数 23 23 23 22 22 21
※ 学区内人口増加と教室不足のため兄弟制限継続

←制限校≪兄姉≫

≪距離≫

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 674 659 630 612 585 555

学級数 22 22 21 20 19 18
※ 教室不足のため兄弟制限と距離制限継続

←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 762 764 739 721 713 673

学級数 25 25 24 24 24 23
※ 教室不足のため制限継続

新浜小学校の児童数及び学級数の推計

大和田小学校の児童数及び学級数の推計

妙典小学校の児童数及び学級数の推計
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←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 668 647 695 697 766 737

学級数 19 19 21 21 23 22
※ 学区内人口増加傾向と教室不足により制限継続

←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 841 837 852 841 840 800

学級数 24 24 25 25 25 24
※ 学区内人口増加と教室不足により制限継続

←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 624 614 624 613 620 631

学級数 18 18 18 18 18 19
※ 教室不足により制限継続

第二中学校の生徒数及び学級数の推計

第三中学校の生徒数及び学級数の推計

第四中学校の生徒数及び学級数の推計
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←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 549 529 533 593 635 646

学級数 17 16 17 19 20 20
※ 学区内人口増加と教室不足により制限継続

←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 713 713 697 713 738 716

学級数 21 21 21 22 23 22
※ 学区内人口増加と教室不足により制限継続

←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 405 424 426 450 427 436

学級数 12 13 13 14 13 14
※ 学区内人口増加と教室不足により令和８年度より制限開始

大洲中学校の生徒数及び学級数の推計

第六中学校の生徒数及び学級数の推計

福栄中学校の生徒数及び学級数の推計
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←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 847 872 921 903 877 836

学級数 24 24 26 27 26 25
※ 学区内人口増加と教室不足により制限継続

←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 186 189 170 162 148 144

学級数 8 8 7 7 6 6
※ 教室不足により制限継続

←制限校

７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度

全校 253 282 310 292 278 257

学級数 10 9 10 10 9 9

塩浜学園（後期）の生徒数及び学級数の推計

※ 学区内人口増加と教室不足により制限継続

妙典中学校の生徒数及び学級数の推計

塩浜学園（前期）の児童数及び学級数の推計
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令和８年度　新入学 令和８年度　新入学

＜北部（中央）地区＞ ＜北部（中央）地区＞

【松戸市】 【松戸市】

大野小

稲越小

曽谷小

北方小 若宮小

国分小 百合台小

八幡小 中山小

平田小

平田小

【船橋市】 【船橋市】

鶴指小

稲荷木小 稲荷木小

上限を定めて制限 上限を定めて制限

（抽選の可能性があります） （抽選の可能性があります）

兄・姉が在学している場合受け入れ

指定学校より近い場合のみ受け入れ

＜南部（行徳）地区＞ ＜南部（行徳）地区＞

福栄小

南新浜小

【浦安市】 【浦安市】

市川市教育委員会　義務教育課

塩浜学園

指定学校変更の制限校（小学校） 指定学校変更の制限校（中学校）

大町小 大町小

第五中

大柏小 大柏小

柏井小
柏井小

中国分小
稲越小

大野小 中国分小

下貝塚中
国府台小

国府台小

曽谷小 宮久保小
中国分小 東国分中

国分小
第一中 国分小 曽谷小 宮久保小 若宮小

北方小
百合台小 若宮小 真間小 宮久保小

真間小 第二中 第三中

菅野小 冨貴島小 真間小 菅野小 八幡小 第四中

市川小
八幡小 中山小

市川小
冨貴島小

冨貴島小

宮田小
平田小 市川小 宮田小

大和田小 鬼高小 大洲中 大和田小

大 洲 小
大洲小 第八中 鬼高小

鶴指小 第六中

二俣小

信篤小 信篤小

高谷中

大和田小

妙典小

新井小

新浜小
行徳小

新井小

稲荷木小

二俣小

富美浜小 福栄小
富美浜小 福栄中

兄・姉が在学している場合のみ受け入れ

南行徳小 妙典小
南行徳小

南行徳小

幸小

南行徳中 新浜小
行徳小

富美浜小 第七中

塩浜学園 塩浜学園

妙典小

南新浜小
幸 小 塩焼小

塩焼小

南新浜小 妙典中

1
1



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和８年度入学 保護者向け 入学通知  令和７年 10 月 24 日 発送 

表① 案内 
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表② 入学先 
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裏① 案内 
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指定学校変更許可基準（小学生用・令和５年度～令和７年度）  

事由 期間 添付書類等 

１ 心身の障害または疾病によるため 事由解消まで  

＊通常は１年 

医師の診断書

等 

２ 事故の発生の恐れなど、通学経路に問題が生じるため 

＊隣接する通学区域または事務室窓口から直線で１キロメ

ートル以内からの通学に限る       （注） 

卒業まで 適宜 

３ 両親の就労等により、児童の監護・養育に欠けるため 

                        （注） 

３年以内 

ただし、協議のうえ再申

請も可 

就労証明書 

預かり書 

４ 学区変更等に伴い、従前の通学校を希望するため 卒業まで 適宜 

５ 転居等に伴い、従前の通学校を希望するため 

①隣接する通学区域または事務室窓口から直線で１キロメ

ートル以内からの通学             （注） 

②上記①以外の場合                

 

①卒業まで 

 

②学期末または年度末ま

で 

適宜 

６ 住宅の新築・増改築により一時的に学区外へ転居するため、

または新築により事前に転入学を希望するため 

１年以内 建築確認書、 

売買契約書、 

仮住まいを証

明するもの等 

７ 友人関係等の特別な理由によるため 

・人間関係に特別な配慮を要する場合等 

（仲の良い友達と一緒に行きたいという理由は除く） 

ただし、隣接する通学区域または事務室窓口から直線で 

１キロメートル以内からの通学に限る 

＊教育委員会にて協議を行う場合がある。     （注） 

卒業まで 適宜 

８ 希望する学校が指定された学校より近いため 

＊希望校の教室数に余裕がある場合に限る 

卒業まで 適宜 

９ 兄弟姉妹一緒の学校に就学させたいため 卒業まで 適宜 

10 義務教育学校等への就学を希望するため 卒業まで 適宜 

11 その他 事由解消まで 適宜 

（注）大和田小学校を希望する場合は、指定された学校より近い場合（学校と自宅との直線距離で比較）、のみ

指定学校変更を受け付けます。※測定は教育委員会で行います。 

 

１．上記の基準に適合した場合でも、学校の受け入れ体制が整わない場合、指定学校変更が認められないことが

あります。 

２．原則として、隣接する通学区域内に限ります。（やむを得ない場合を除く） 

３．児童本人はもとより保護者及び監護者は、通学経路及び通学の安全には十分留意してください。 

４．上記添付書類等の他、客観的判断をするために必要な補足書類等を追加で提出していただくことがあります。 

５．この基準は令和５年４月１日より適用します。基準については、毎年見直しを行っております。 

＊令和８年度より、「７．友人関係等の特別な理由によるため」は削除いたします。（小学生用） 
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指定学校変更許可基準（小学生用・令和８年度より）  

事由 期間 添付書類等 

１ 心身の障害または疾病によるため 事由解消まで  

＊通常は１年 

医師の診断書

等 

２ 事故の発生の恐れなど、通学経路に問題が生じるため 

＊隣接する通学区域または事務室窓口から直線で１キロメ

ートル以内からの通学に限る         （注） 

卒業まで 適宜 

３ 両親の就労等により、児童の監護・養育に欠けるため 

                        （注） 

３年以内 

ただし、協議のうえ再申

請も可 

就労証明書 

預かり書 

４ 学区変更等に伴い、従前の通学校を希望するため 卒業まで 適宜 

５ 転居等に伴い、従前の通学校を希望するため 

①隣接する通学区域または事務室窓口から直線で１キロメ

ートル以内からの通学             （注） 

②上記①以外の場合                

 

①卒業まで 

 

②学期末または年度末ま

で 

適宜 

６ 住宅の新築・増改築により一時的に学区外へ転居するため、

または新築により事前に転入学を希望するため 

１年以内 建築確認書、 

売買契約書、 

仮住まいを証

明するもの等 

７ 希望する学校が指定された学校より近いため 

＊希望校の教室数に余裕がある場合に限る 

卒業まで 適宜 

８ 兄弟姉妹一緒の学校に就学させたいため 卒業まで 適宜 

９ 義務教育学校等への就学を希望するため 卒業まで 適宜 

10 その他 事由解消まで 適宜 

（注）大和田小学校を希望する場合は、指定された学校より近い場合（学校と自宅との直線距離で比較）、のみ

指定学校変更を受け付けます。※測定は教育委員会で行います。 

〇市川南二丁目８番については、原則として大洲小学校を学区とする。（但し、１・３・５・６・８は除く） 

 

１．上記の基準に適合した場合でも、学校の受け入れ体制が整わない場合、指定学校変更が認められないことが

あります。 

２．原則として、隣接する通学区域内に限ります。（やむを得ない場合を除く） 

３．児童本人はもとより保護者及び監護者は、通学経路及び通学の安全には十分留意してください。 

４．上記添付書類等の他、客観的判断をするために必要な補足書類等を追加で提出していただくことがあります。 

５．この基準は令和８年４月１日より適用します。基準については、毎年見直しを行っております。 
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指定学校変更許可基準（中学生用・令和５年度より） 

事由 期間 添付書類等 

１ 心身の障害または疾病によるため 事由解消まで 

＊通常は１年 

医師の診断書等 

２ 事故の発生の恐れなど、通学経路に問題が生じるため 卒業まで 適宜 

３ 学区変更等に伴い、従前の通学校を希望するため 卒業まで 適宜 

４ 転居等に伴い、従前の通学校を希望するため 卒業まで 適宜 

５ 住宅の新築・増改築により一時的に学区外へ転居するため、

または新築により事前に転入学を希望するため 

１年以内 建築確認書、 

売買契約書、 

仮住まいを証明

するもの等 

６ 友人関係等の特別な理由によるため 

・人間関係に特別な配慮を要する場合等

（仲の良い友達と一緒に行きたいという理由は除く）

＊教育委員会にて協議を行う場合がある

卒業まで 適宜 

７ 希望する学校が指定された学校より近いため 

＊希望校の教室数に余裕がある場合に限る 

卒業まで 適宜 

８ 兄弟姉妹一緒の学校に就学させたいため 卒業まで 適宜 

９ 義務教育学校等への就学を希望するため 卒業まで 適宜 

10 その他 事由解消まで 適宜 

〇市川南二丁目８番については、原則として大洲中学校を学区とする。（但し、１・４・５・８は除く） 

１．上記の基準に適合した場合でも、学校の受け入れ体制が整わない場合、指定学校変更が認められないことが

あります。 

２．事由４、５を除き、原則として、隣接する通学区域内に限ります。（やむを得ない場合を除く） 

３．生徒本人はもとより保護者及び監護者は、通学経路及び通学の安全には十分留意してください。 

４．上記添付書類等の他、客観的判断をするために必要な補足書類等を追加で提出していただくことがあります。 

５．この基準は令和５年４月１日より適用します。基準については、毎年見直しを行っております。 
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